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改正にあたり「新たなジョブローテーションの実施に伴い、より多様な業務
に従事することによる能力の伸長とその発揮及び鉄道事業における勤務の特殊
性、不規則性に対する措置の充実を目的とするとともに、旅費制度について実
態に応じた支給方法に改正すること」が会社から述べられました。
職場の不安を解消するため、解明要求、基本要求を行い、交渉を通じて自分

たちにとって身近に感じられる手当の実現に向けて議論していきます。

《議論の主な特徴点》
・今回の提案は、新たな基本給加算について下がるということは想定してない。
・特殊勤務手当（乗務員手当等）の見直しはない。
・３職経験（3,000円加算）等の適用者は、現行のまま適用される。
・深夜帯労働に関して処遇向上のために夜勤手当を改善した。
・賃金制度改正は、全社員に適用される。


